
 

事 務 連 絡 

令和２年８月 25 日 

 

 

関 係 各 位 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定

方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

（通知） 

 

 

標記について、別添にて、地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民

健康保険主管課(部)長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課

(部)長あて通知しましたので、各位におかれましても、関係者に対し周知を図られま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



保医発 0 8 2 5 第 ２ 号

令 和 ２ 年 ８ 月 2 5 日

地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

（公印省略）

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の

一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院

の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定

める者の一部を改正する告示」（令和２年厚生労働省告示第301号）が令和２年８月25日に告示され、

同年８月26日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要

する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月23日付け保

医発0323第２号。以下「留意事項通知」という。）を下記のとおり改正するとともに、改正の概要を

示すので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

１．改正内容について

留意事項通知の診断群分類定義表中、「040040 肺の悪性腫瘍」、「080140 炎症性角化症」及

び「130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物」を別紙のとおり改める。

２．改正の概要について

「040040 肺の悪性腫瘍」のうち手術・処置等２の６に「カプマチニブ塩酸塩」を、「080140

炎症性角化症」のうち手術・処置等２の３に「チルドラキズマブ」を、「130040 多発性骨髄腫、

免疫系悪性新生物」のうち手術・処置等２の６に「イサツキシマブ」を追加する。
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04 0040 肺の悪性腫瘍 気管の悪性新生物＜腫瘍＞ C33 手術なし 99 99 手術なし 1 1 気管支ファイバースコピー D302 9 16 ニボルマブ 1 1 肺炎等 040080
気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍
＞

C34$ 手術あり 97 01 肺悪性腫瘍手術 K514$ 1 1 経皮的針生検法 D412 9 16 ペムブロリズマブ 1 2 白血球疾患（そ
の他）

130070

肺の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ C780 97 02 気管支形成手術　輪状切除術 K5182 1 1 経気管肺生検法 D415 9 16 アテゾリズマブ 1 3 骨の悪性腫瘍
（脊椎を除く。）

070040

中耳及び呼吸器系の上皮内癌，気管 D021 97 04 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 K514-2$ 1 1 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法（ＥＢＵ
Ｓ－ＴＢＮＡ）

D415-
2

9 16 デュルバルマブ

中耳及び呼吸器系の上皮内癌，気管
支及び肺

D022 97 05 気管支腫瘍摘出術（気管支鏡又は気管支ファイ
バースコープによるもの）

K510 1 1 経気管肺生検法（ナビゲーションによるも
の）

D415-
3

8 15 ラムシルマブ

中耳及び呼吸器系の上皮内癌，呼吸
器系，部位不明

D024 97 05 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 K510-3 8 14 ベバシズマブ

97 06 胸腔内（胸膜内）血腫除去術 K494 7 13 ペメトレキセドナトリウ
ム

97 07 気管支狭窄拡張術（気管支鏡によるもの） K508 6 12 クリゾチニブ
97 97 その他のK

ｺｰﾄﾞ
6 12 アレクチニブ塩酸塩

6 12 セリチニブ
6 12 ロルラチニブ
6 12 エヌトレクチニブ
6 12 テポチニブ塩酸塩
6 12 カプマチニブ塩酸塩
6 11 オシメルチニブメシル

酸塩
5 10 ゲフィチニブ
5 10 アファチニブマレイン

酸塩
5 10 エルロチニブ
5 10 ダコミチニブ
5 9 カルボプラチン+パク

リタキセルあり
4 8 化学療法ありかつ放

射線療法なし
3 7 化学療法ありかつ放

射線療法あり
2 6 化学療法なしかつ放

射線療法あり
1 2 中心静脈注射 G005
1 1 人工呼吸 J045$

08 0140 炎症性角化症 尋常性乾せん＜癬＞ L400 99 99 手術なし 3 10 ウステキヌマブ
全身性膿疱性乾せん＜癬＞ L401 97 97 手術あり 3 10 セクキヌマブ
稽留性＜連続性＞先＜肢＞端皮膚 L402 3 10 ブロダルマブ
掌蹠＜手掌足底＞膿疱症 L403 3 10 イキセキズマブ
滴状乾せん＜癬＞ L404 3 10 グセルクマブ
関節障害性乾せん＜癬＞ L405 3 10 リサンキズマブ
その他の乾せん＜癬＞ L408 3 10 チルドラキズマブ
乾せん＜癬＞，詳細不明 L409 2 9 インフリキシマブ
類乾せん＜癬＞ L41$ 1 8 アダリムマブ
バラ色ひこう＜粃糠＞疹 L42
扁平苔せん＜癬＞ L43$
その他の丘疹落せつ＜屑＞＜りんせ
つ＜鱗屑＞＞性障害

L44$

その他の乾せん＜癬＞性関節障害 M073$

13 0040 多発性骨髄腫、
免疫系悪性新生
物

その他のＨ＜重＞鎖病 C882 手術なし 99 99 手術なし 6 12 ダラツムマブ 1 3 敗血症 180010

免疫増殖性小腸疾患 C883 手術あり 97 97 手術あり 6 12 イサツキシマブ
その他の悪性免疫増殖性疾患 C887 6 11 エロツズマブ
悪性免疫増殖性疾患，詳細不明 C889 5 10 パノビノスタット乳酸
多発性骨髄腫 C900 5 10 ボルテゾミブ
形質細胞性白血病 C901 5 10 ポマリドミド
髄外（性）形質細胞腫 C902 5 10 レナリドミド
孤立性形質細胞腫 C903 5 10 カルフィルゾミブ

5 10 イキサゾミブクエン酸
エステル

4 9 サリドマイド
3 8 化学療法ありかつ放

射線療法なし
2 6 放射線療法
1 5 血漿交換療法 J039
1 3 人工腎臓　その他の

場合
J0384

1 2 中心静脈注射 G005
1 1 人工呼吸 J045$

重症度等病態等分類 手術・処置等2 定義副傷病診断群分類 医療資源を最も投入した傷病名 年齢、出生時体重等 手術 手術・処置等1
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